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(57)【要約】
【課題】遠隔操作中における車両の盗難を防止すること
が可能な車両遠隔操作システム及び車載機を提供する。
【解決手段】携帯端末２００から車両Ｖを遠隔操作する
車両遠隔操作システムにおいて、車載機１００の主制御
部１１２が、携帯端末２００から車両Ｖを遠隔操作して
いるときに、車両Ｖの車室が施錠されていない状態のと
きは、車両Ｖの移動を不可能とする。このため、車室が
施錠されている状態でしか車両Ｖを遠隔操作することが
できないため、遠隔操作中に悪意のある者が車両Ｖに乗
り込むことを防止することができる。また、遠隔操作中
に車室内に搭乗していた悪意の無い者が不意に施錠を解
除してドア開放した場合であっても、車両は停止するた
め、安全性を確保できる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムであって、
　前記通信端末から前記車両を遠隔操作により駐車させているときは、前記車両の車室内
での運転操作の内で前記車両を駐車させる操作のみを可能とする車室内操作禁止ユニット
を備えた車両遠隔操作システム。
【請求項２】
　前記車室内操作禁止ユニットは、前記通信端末から前記車両を遠隔操作により駐車させ
る場合に専用の前記車両のエンジンを始動させるキーによって、前記車両を駐車させる操
作のみを可能とする、請求項１に記載の車両遠隔操作システム。
【請求項３】
　前記通信端末から前記車両を遠隔操作により所定の計画に従って移動させているときに
、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に停止させることが可能な一
時停止ユニットをさらに備えた、請求項１又は２に記載の遠隔操作システム。
【請求項４】
　前記一時停止ユニットは、前記通信端末から前記車両を遠隔操作により所定の計画に従
って移動させているときに、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に
停止させたときは、前記通信端末からの前記車両の一時的な停止を解除させる指令によっ
て前記計画に従った前記車両の移動を再開させる、請求項３に記載の遠隔操作システム。
【請求項５】
　通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムにおいて前記車両に搭載される
車載機であって、
　前記通信端末から前記車両を遠隔操作により駐車させているときは、前記車両の車室内
での運転操作の内で前記車両を駐車させる操作のみを可能とする車室内操作禁止ユニット
を備えた車載機。
【請求項６】
　前記車室内操作禁止ユニットは、前記通信端末から前記車両が遠隔操作によって駐車す
る場合に専用の前記車両のエンジンを始動させるキーによって、前記車両を駐車させる操
作のみを可能とする、請求項５に記載の車載機。
【請求項７】
　前記通信端末からの遠隔操作により前記車両が所定の計画に従って移動しているときに
、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に停止させることが可能な一
時停止ユニットをさらに備えた、請求項５又は６に記載の車載機。
【請求項８】
　前記一時停止ユニットは、前記通信端末からの遠隔操作により前記車両が所定の計画に
従って移動しているときに、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に
停止させたときは、前記通信端末からの前記車両の一時的な停止を解除させる指令によっ
て前記計画に従った前記車両の移動を再開させる、請求項７に記載の車載機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両遠隔操作システム及び車載機に関し、特に通信端末から車両を遠隔操作
するための車両遠隔操作システム及び車載機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信端末から車両を遠隔操作する技術が提案されている。例えば、特許文献１には、駐
車場所が狭く、車両を駐車させた状態ではドアを大きく開けることが困難で車両への乗り
降りが難しい状況において用いられる車両遠隔操作システムが開示されている。
【０００３】
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　特許文献１のシステムでは、携帯端末を利用して遠隔操作により車両を移動させる車両
遠隔操作システムにおいて、車両が所定の駐車場所内に停車している入庫状態から車両が
所定の駐車場所外で停車している出庫状態に遠隔操作対象車両を移行させる第一の遠隔車
両移動操作を実行する際にユーザに要求される認証の厳格さを、遠隔操作対象車両を出庫
状態から入庫状態へ移行させる第二の遠隔車両移動操作を実行する際にユーザに要求され
る認証の厳格さよりも厳しくする。認証の厳格さの変更は、認証の種類の数を変更するこ
とで行われる。あるいは、認証の厳格さの変更は、車両側認証と端末側認証との内の両方
を実施するか一方のみを実施するかで行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３３４３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、通信端末から車両を遠隔操作する技術において、遠隔操作により車両を駐車
させる場合には、移動中の車両は比較的低速であり、加速度も低い。そのため、遠隔操作
により車両を駐車させているときに、悪意のある者が車両に乗り込み、車両が盗難される
可能性がある。
【０００６】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、遠隔操作中に
おける車両の盗難を防止することが可能な車両遠隔操作システム及び車載機を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムであって、通信端末
から車両を遠隔操作しているときに、車両の車室が施錠されていない状態のときは、車両
の移動を不可能とする移動禁止ユニットを備えた車両遠隔操作システムである。
【０００８】
　この構成によれば、通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムにおいて、
通信端末から車両を遠隔操作しているときに、車両の車室が施錠されていない状態のとき
は、移動禁止ユニットが車両の移動を不可能とする。このため、車室が施錠されている状
態でしか車両を遠隔操作することができないため、遠隔操作中に悪意のある者が車両に乗
り込むことを防止することができる。
【０００９】
　この場合、通信端末から車両を遠隔操作しているときに、車両の車室内での操作を不可
能とする車室内操作禁止ユニットをさらに備えるものとできる。
【００１０】
　この構成によれば、通信端末から車両を遠隔操作しているときに、車室内操作禁止ユニ
ットが車両の車室内での操作を不可能とする。このため、遠隔操作中に悪意のある者が施
錠されている車室内に無理に施錠を解除して乗車し、再度施錠してからアクセルペダルを
踏み込む等の車室内での操作を行ったとしても、車両の盗難を防止できる。
【００１１】
　この場合、車室内操作禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作により駐車させて
いるときは、車両の車室内での操作の内で車両を駐車させる操作のみを可能とするものと
できる。
【００１２】
　この構成によれば、車室内操作禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作により駐
車させているときは、車両の車室内での操作の内で車両を駐車させる操作のみを可能とす
る。このため、車両の盗難を防止することができることに加えて、駐車の操作のみは車室
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内からでも可能となるため、利便性が向上する。
【００１３】
　この場合、車室内操作禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作により駐車させる
場合に専用の車両のエンジンを始動させるキーによって、車両を駐車させる操作のみを可
能とするものとできる。
【００１４】
　この構成によれば、車室内操作禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作により駐
車させる場合に専用の車両のエンジンを始動させるキーによって、車両を駐車させる操作
のみを可能とする。このため、遠隔操作中に悪意のある者が施錠されている車室内に無理
に施錠を解除して乗車し、再度施錠したような場合でも、一般に用いる車両のエンジンを
始動させるキーが車室内に閉じ込められることがなくなり、利便性が向上する。
【００１５】
　また、移動禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作しているときに、車両の車室
が施錠された状態から施錠されていない状態となった以降は、車両の車室が再度施錠され
た状態となったときであっても、車両の移動を不可能とするものとできる。
【００１６】
　この構成によれば、移動禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作しているときに
、車両の車室が施錠された状態から施錠されていない状態となった以降は、車両の車室が
再度施錠された状態となったときであっても、車両の移動を不可能とする。このため、遠
隔操作中に悪意のある者が施錠されている車室内に無理に施錠を解除して乗車し、再度施
錠してからアクセルペダルを踏み込む等の車室内での操作を行ったとしても、車両の盗難
を防止することができる。
【００１７】
　この場合、移動禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作しているときに、車両の
車室が施錠された状態から施錠されていない状態となり、車両の移動を不可能としたとき
は、通信端末からの指令によって車両の移動を再度可能とするものとできる。
【００１８】
　この構成によれば、移動禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作しているときに
、車両の車室が施錠された状態から施錠されていない状態となり、車両の移動を不可能と
したときは、通信端末からの指令によって車両の移動を再度可能とする。このため、例え
ば、通信端末を操作している車両の所有者等が所用のために車室の施錠を解除したい等の
場合の利便性が向上する。
【００１９】
　この場合、移動禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作しているときに、車両の
車室が施錠された状態から施錠されていない状態となり、車両の移動を不可能とした後に
、通信端末からの指令によって車両の移動を再度可能としたときは、車両の移動の内で車
両を駐車させる移動のみを可能とするものとできる。
【００２０】
　この構成によれば、移動禁止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作しているときに
、車両の車室が施錠された状態から施錠されていない状態となり、車両の移動を不可能と
した後に、通信端末からの指令によって車両の移動を再度可能としたときは、車両の移動
の内で車両を駐車させる移動のみを可能とする。このため、例えば、通信端末を操作して
いる車両の所有者等が所用のために車室の施錠を解除したい等の場合の利便性が向上する
とともに、盗難の危険を減少させることができる。
【００２１】
　また、通信端末から車両を遠隔操作により所定の計画に従って移動させているときに、
通信端末からの指令によって車両の移動を一時的に停止させることが可能な一時停止ユニ
ットをさらに備えるものとできる。
【００２２】
　この構成によれば、一時停止ユニットが、通信端末から車両を遠隔操作により所定の計
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画に従って移動させているときに、通信端末からの指令によって車両の移動を一時的に停
止させることが可能なため、例えば、駐車のために設定された計画に従って車両が移動し
ているときであっても、通信端末を操作している車両の所有者等が所用のために車両を一
時停止させたい等の場合の利便性が向上する。
【００２３】
　この場合、一時停止ユニットは、通信端末から車両を遠隔操作により所定の計画に従っ
て移動させているときに、通信端末からの指令によって車両の移動を一時的に停止させた
ときは、通信端末からの車両の一時的な停止を解除させる指令によって計画に従った車両
の移動を再開させるものとできる。
【００２４】
　この構成によれば、通信端末から車両を遠隔操作により所定の計画に従って移動させて
いるときに、通信端末からの指令によって車両の移動を一時的に停止させたときは、通信
端末からの車両の一時的な停止を解除させる指令によって計画に従った車両の移動を再開
させる。このため、車両の移動の計画を再度設定する必要が無く、利便性がさらに向上す
る。
【００２５】
　一方、本発明は、通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムにおいて車両
に搭載される車載機であって、通信端末から車両が遠隔操作されているときに、車両の車
室が施錠されていない状態のときは、車両の移動を不可能とする移動禁止ユニットを備え
た車載機である。
【００２６】
　この場合、通信端末から車両が遠隔操作されているときに、車両の車室内での操作を不
可能とする車室内操作禁止ユニットをさらに備えることが好適である。
【００２７】
　この場合、車室内操作禁止ユニットは、通信端末から車両が遠隔操作によって駐車して
いるときは、車両の車室内での操作の内で車両を駐車させる操作のみを可能とするものと
できる。
【００２８】
　この場合、車室内操作禁止ユニットは、通信端末から車両が遠隔操作によって駐車する
場合に専用の車両のエンジンを始動させるキーによって、車両を駐車させる操作のみを可
能とするものとできる。
【００２９】
　また、移動禁止ユニットは、通信端末から車両が遠隔操作されているときに、車両の車
室が施錠された状態から施錠されていない状態となった以降は、車両の車室が再度施錠さ
れた状態となったときであっても、車両の移動を不可能とするものとできる。
【００３０】
　この場合、移動禁止ユニットは、通信端末から車両が遠隔操作されているときに、車両
の車室が施錠された状態から施錠されていない状態となり、車両の移動を不可能としたと
きは、通信端末からの指令によって車両の移動を再度可能とするものとできる。
【００３１】
　この場合、移動禁止ユニットは、通信端末から車両が遠隔操作されているときに、車両
の車室が施錠された状態から施錠されていない状態となり、車両の移動を不可能とした後
に、通信端末からの指令によって車両の移動を再度可能としたときは、車両の移動の内で
車両を駐車させる移動のみを可能とするものとできる。
【００３２】
　また、通信端末からの遠隔操作により車両が所定の計画に従って移動しているときに、
通信端末からの指令によって車両の移動を一時的に停止させることが可能な一時停止ユニ
ットをさらに備えるものとできる。
【００３３】
　この場合、一時停止ユニットは、通信端末からの遠隔操作により車両が所定の計画に従
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って移動しているときに、通信端末からの指令によって車両の移動を一時的に停止させた
ときは、通信端末からの車両の一時的な停止を解除させる指令によって計画に従った車両
の移動を再開させるものとできる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の車両遠隔操作システム及び車載機によれば、遠隔操作中に悪意のある者が車両
に乗り込むことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】実施形態に係る車両遠隔操作システムにおける車載機の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】実施形態に係る車両遠隔操作システムにおける携帯端末の構成を示すブロック図
である。
【図３】実施形態に係る車両遠隔操作システムによる入庫時の様子を示す平面図である。
【図４】実施形態に係る車両遠隔操作システムによる出庫時の様子を示す平面図である。
【図５】実施形態に係る車両遠隔操作システムの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。本実施形態の車両遠隔操作
システム及び車載機は、駐車場所が狭く、車両を駐車させた状態ではドアを大きく開ける
ことが困難で車両への乗り降りが難しい状況において、一旦降車した運転者等が携帯端末
から車両を遠隔操作により駐車場所に駐車させるためのものである。図１に示すように、
本実施形態の遠隔操作システムにおいて車両に搭載される車載機１００は、通信部１０２
、ドアロック検出部１０４、キー認証部１０６、車速検出部１０８、舵角検出部１１０、
主制御部１１２、ドアロック制御部１１４、キーロック制御部１１６、操舵制御部１１８
、駆動力制御部１２０、制動力制御部１２２、灯火類制御部１２４及び警報出力部１２６
を備えている。
【００３７】
　通信部１０２は、携帯端末と無線信号を送受信するための部位である。ドアロック検出
部１０４は、車室のドアが施錠されているか否かを検出するための部位である。キー認証
部１０６は、車両のエンジンを始動させるためのキー及び駐車専用のキー（カード）が、
車両の真の所有者の物であるか否かを認証するための部位である。車速検出部１０８は、
車両の車速を車輪の回転速度から検出するための部位である。舵角検出部１１０は、車両
の舵角を検出するための部位である。
【００３８】
　主制御部１１２は、車載機１００の各構成要素を統括的に制御するための部位である。
主制御部１１２は、具体的には、ＥＣＵ（Electronic　Control　Unit）である。主制御
部１１２には、イグニションスイッチのオン及びオフに関する情報や、アクセルペダル踏
量に関する情報が入力される。主制御部１１２は、携帯端末からの通信信号によって、所
定の駐車プログラムや出庫プログラムに従って、遠隔操作による車両の駐車及び出庫を行
う。
【００３９】
　ドアロック制御部１１４は、主制御部１１２からの指令信号に従い、車室のドアの施錠
及び施錠の解除を行うための部位である。キーロック制御部１１６は、主制御部１１２か
らの指令信号に従い、車両のステアリングやトランスミッションの固定及び固定の解除を
行うための部位である。
【００４０】
　操舵制御部１１８は、主制御部１１２からの指令信号に従い、ステアリングホイールに
入力された操舵操作とは独立して操舵を行ない、車両の進行方向を変えるための部位であ
る。駆動力制御部１２０は、主制御部１１２からの指令信号に従い、アクセルペダルに入
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力された加速操作とは独立してスロットルバルブの開閉を行い、車両の駆動力を変えるた
めの部位である。制動力制御部１２２は、主制御部１１２からの指令信号に従い、ブレー
キペダルに入力された制動操作とは独立してブレーキ油圧を制御し、車両の制動力を変え
るための部位である。
【００４１】
　灯火類制御部１２４は、車両に装備されたヘッドライト、ハザードランプ、ブレーキラ
ンプ及び方向指示器等の灯火類の点灯及び消灯を制御するための部位である。警報出力部
１２６は、車両に装備されたハザードランプ等の灯火類やブザーやスピーカ等によって、
車室外において車両を遠隔操作しているユーザに対して警報を出力するための部位である
。
【００４２】
　一方、図２に示すように、ユーザが車室外において車両を遠隔操作するための携帯端末
２００は、通信部２０２、ユーザ認証部２０４及びユーザ入力部２０６を備えている。
【００４３】
　通信部２０２は、車載機１００と無線信号を送受信するための部位である。ユーザ認証
部２０４は、携帯端末２００を操作するユーザが真のユーザであるか否かを認証するため
の部位である。この場合の認証は、所定の認証番号、暗号、パスワード、カード及びキー
の他に、指紋、虹彩等の生体認証により行うことができる。
【００４４】
　ユーザ入力部２０６は、車両を遠隔操作するユーザが操作のための情報を入力するため
の部位である。ユーザ入力部２０６は、車載機１００に駐車プログラムや出庫プログラム
を実行させる不図示の操作キーやボタンの他に、一時停止ボタン２０８と禁止解除ボタン
２１０とを有している。一時停止ボタン２０８は、携帯端末２００から車両を遠隔操作に
より駐車プログラムに従って駐車ために移動させているときに、車両の移動を一時的に停
止させ、再度駐車のための移動を再開させるためのボタンである。この場合、再度駐車の
ための移動を再開させるための再開ボタンが別途設けられていても良い。また、禁止解除
ボタン２１０は、車両の移動が一度禁止されたときに、その禁止の解除を行うためのボタ
ンである。
【００４５】
　以下、車両遠隔操作システム及び車載機の動作について説明する。本実施形態の車両遠
隔操作システムは、図３に示すように、駐車場所が狭く、車両Ｖを駐車させた状態ではド
アを大きく開けることが困難でユーザＵの車両Ｖからの降車が難しい状況において、駐車
場所の外で一旦降車したユーザＵが、携帯端末２００から車載機１００が搭載された車両
Ｖを遠隔操作により所定の駐車プログラムに従って駐車場所に駐車させる状況で用いられ
る。
【００４６】
　あるいは、本実施形態の車両遠隔操作システムは、図４に示すように、駐車場所が狭く
、車両Ｖを駐車させた状態ではドアを大きく開けることが困難でユーザＵの車両Ｖへの乗
車が難しい状況において、駐車場所の外からユーザＵが、携帯端末２００から車載機１０
０が搭載された車両Ｖを遠隔操作により所定の出庫プログラムに従って駐車場所外に移動
させる状況で用いられる。以下の説明では、図３に示すような駐車時における遠隔操作に
ついて説明する。
【００４７】
　携帯端末２００からの通信信号により、車載機１００の主制御部１１２が所定の駐車プ
ログラムを実行しているものとする。図５に示すように、車載機１００のキー認証部１０
６は駐車時に専用のエンジンキーである駐車キー（カード）が認証されている場合は、主
制御部１１２は以降の工程を実行する（Ｓ１０１）。駐車キーが認証されていない場合は
、主制御部１１２は遠隔操作による車両の移動を実行しない。
【００４８】
　ドアロック検出部１０４により車室のドアが閉鎖されていることが確認され（Ｓ１０２
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）、車室のドアが施錠されていることが確認され（Ｓ１０３）、ユーザＵにより携帯端末
２００の一時停止ボタン２０８が押されていない場合には（Ｓ１０４）、主制御部１１２
は、駐車位置等の目標位置に到達するまで所定の駐車プログラムに従い車両Ｖを移動させ
る（Ｓ１０５）。
【００４９】
　なお、駐車プログラムに従って車両Ｖが遠隔操作により移動している間は、主制御部１
１２は、車両Ｖの車室内からの駐車のための操作以外の操作を禁止する。したがって、車
両Ｖの運転席で人が運転操作をしたとしても、駐車のための操作以外は主制御部１１２に
より受け付けられない。
【００５０】
　ドアロック検出部１０４により車室のドアが開いていることが検出された場合は（Ｓ１
０２）、あるいは車室のドアが施錠されていないことが検出された場合は（Ｓ１０３）、
主制御部１１２は、駆動力制御部１２０及び制動力制御部１２２に車両Ｖを自動的に停止
させ、エンジンをオフにさせる（Ｓ１０６）。また、ドアロック検出部１０４により車室
のドアが開いていることが検出された場合は（Ｓ１０２）、主制御部１１２は、キーロッ
ク制御部１１６にトランスミッションのシフト位置やステアリングを固定させる（Ｓ１０
６）。以降は車両Ｖの移動が禁止される。
【００５１】
　キー認証部１０６により駐車キーが認証されておらず（Ｓ１０７）、ユーザＵにより携
帯端末２００の禁止解除ボタン２１０が押されていない場合には（Ｓ１０８）、車両Ｖの
移動は禁止されたままの状態となる。
【００５２】
　キー認証部１０６により駐車キーが認証されてはいないが（Ｓ１０７）、ユーザＵによ
り携帯端末２００の禁止解除ボタン２１０が押された場合には（Ｓ１０８）、車室のドア
が施錠された後に（Ｓ１０９）、主制御部１１２は駐車のための移動を行うための駐車制
御のみを実行し（Ｓ１１０）、駆動力制御部１２０及び制動力制御部１２２に車両Ｖを再
度移動させ、キーロック制御部１１６にトランスミッションのシフト位置やステアリング
の固定を解除させる（Ｓ１１１）。
【００５３】
　キー認証部１０６により駐車キーが認証された場合は（Ｓ１０７）、車室のドアが施錠
された後に（Ｓ１０９）、主制御部１１２は駐車のための移動を行うための駐車制御のみ
を実行し（Ｓ１１０）、駆動力制御部１２０及び制動力制御部１２２に車両Ｖを再度移動
させ、キーロック制御部１１６にトランスミッションのシフト位置やステアリングの固定
を解除させる（Ｓ１１１）。
【００５４】
　ユーザＵにより携帯端末２００の一時停止ボタン２０８が押された場合において（Ｓ１
０４）、ユーザＵにより携帯端末２００の一時停止ボタン２０８が再度押された場合は（
Ｓ１１２）、主制御部１１２は駐車プログラムの実行を再開し、目標位置に到達するまで
駐車プログラムに従い車両Ｖを移動させる（Ｓ１０５）。もし、ユーザＵの携帯端末２０
０によって目標位置や目標速度等の目標設定に変更がなされたときは（Ｓ１１３）。主制
御部１１２は目標の変更を行い（Ｓ１１４）、主制御部１１２は以降の工程を実行する（
Ｓ１０５）。
【００５５】
　本実施形態では、携帯端末２００から車両Ｖを遠隔操作する車両遠隔操作システムにお
いて、車載機１００の主制御部１１２が、携帯端末２００から車両Ｖを遠隔操作している
ときに、車両Ｖの車室が施錠されていない状態のときは、車両Ｖの移動を不可能とする。
このため、車室が施錠されている状態でしか車両Ｖを遠隔操作することができないため、
遠隔操作中に悪意のある者が車両Ｖに乗り込むことを防止することができる。また、遠隔
操作中に車室内に搭乗していた悪意の無い者が不意に施錠を解除してドア開放した場合で
あっても、車両は停止するため、安全性を確保できる。
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【００５６】
　また、本実施形態では、携帯端末２００から車両Ｖを遠隔操作しているときに、車載機
１００の主制御部１１２が車両Ｖの車室内での操作を不可能とする。このため、遠隔操作
中に悪意のある者が施錠されている車室内に無理に施錠を解除して乗車し、再度施錠して
からアクセルペダルを踏み込む等の車室内での操作を行ったとしても、車両の盗難を防止
できる。
【００５７】
　また、本実施形態では、車載機１００の主制御部１１２は、携帯端末２００から車両Ｖ
を遠隔操作により駐車させているときは、車両Ｖの車室内での操作の内で車両Ｖを駐車さ
せる操作のみを可能とする。このため、車両Ｖの盗難を防止することができることに加え
て、駐車の操作のみは車室内からでも可能となるため、利便性が向上する。
【００５８】
　また、本実施形態では、車載機１００の主制御部１１２は、携帯端末２００から車両Ｖ
を遠隔操作により駐車させる場合に専用の車両Ｖのエンジンを始動させるキーによって、
車両Ｖを駐車させる操作のみを可能とする。このため、遠隔操作中に悪意のある者が施錠
されている車室内に無理に施錠を解除して乗車し、再度施錠したような場合でも、一般に
用いる車両Ｖのエンジンを始動させるキーが車室内に閉じ込められることがなくなり、利
便性が向上する。
【００５９】
　また、本実施形態では、車載機１００の主制御部１１２は、携帯端末２００から車両Ｖ
を遠隔操作しているときに、車両Ｖの車室が施錠された状態から施錠されていない状態と
なった以降は、車両Ｖの車室が再度施錠された状態となったときであっても、車両Ｖの移
動を不可能とする。このため、遠隔操作中に悪意のある者が施錠されている車室内に無理
に施錠を解除して乗車し、再度施錠してからアクセルペダルを踏み込む等の車室内での操
作を行ったとしても、車両Ｖの盗難を防止することができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、車載機１００の主制御部１１２は、携帯端末２００から車両Ｖ
を遠隔操作しているときに、車両Ｖの車室が施錠された状態から施錠されていない状態と
なり、車両Ｖの移動を不可能としたときは、携帯端末２００からの指令によって車両Ｖの
移動を再度可能とする。このため、例えば、携帯端末２００を操作している車両Ｖの所有
者等が所用のために車室の施錠を解除したい等の場合の利便性が向上する。
【００６１】
　また、本実施形態では、車載機１００の主制御部１１２は、携帯端末２００から車両Ｖ
を遠隔操作しているときに、車両Ｖの車室が施錠された状態から施錠されていない状態と
なり、車両Ｖの移動を不可能とした後に、携帯端末２００からの指令によって車両Ｖの移
動を再度可能としたときは、車両Ｖの移動の内で車両Ｖを駐車させる移動のみを可能とす
る。このため、例えば、携帯端末２００を操作している車両Ｖの所有者等が所用のために
車室の施錠を解除したい等の場合の利便性が向上するとともに、盗難の危険を減少させる
ことができる。
【００６２】
　また、本実施形態によれば、車載機１００の主制御部１１２は、携帯端末２００から車
両Ｖを遠隔操作により所定の駐車プログラム等の計画に従って移動させているときに、携
帯端末２００からの指令によって車両Ｖの移動を一時的に停止させることが可能なため、
例えば、駐車のために設定された駐車プログラムに従って車両Ｖが移動しているときであ
っても、携帯端末２００を操作している車両Ｖの所有者等が所用のために車両Ｖを一時停
止させたい等の場合の利便性が向上する。
【００６３】
　また、本実施形態によれば、携帯端末２００から車両Ｖを遠隔操作により所定の駐車プ
ログラム等の計画に従って移動させているときに、携帯端末２００からの指令によって車
両Ｖの移動を一時的に停止させたときは、携帯端末２００からの車両Ｖの一時的な停止を
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車両Ｖの駐車プログラム等の移動の計画を再度設定する必要が無く、利便性がさらに向上
する。
【００６４】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される
ものではなく種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、車両の駐車時や出庫
時に車両を遠隔操作する態様を中心に説明したが、車両が通常に走行する場合においても
本発明は適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明の車両遠隔操作システム及び車載機によれば、遠隔操作中に悪意のある者が車両
に乗り込むことを防止することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１００…車載機、１０２…通信部、１０４…ドアロック検出部、１０６…キー認証部、
１０８…車速検出部、１１０…舵角検出部、１１２…主制御部、１１４…ドアロック制御
部、１１６…キーロック制御部、１１８…操舵制御部、１２０…駆動力制御部、１２２…
制動力制御部、１２４…灯火類制御部、１２６…警報出力部、２００…携帯端末、２０２
…通信部、２０４…ユーザ認証部、２０６…ユーザ入力部、２０８…一時停止ボタン、２
１０…禁止解除ボタン。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月5日(2014.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムであって、
　前記通信端末から前記車両を遠隔操作により駐車させているときは、前記車両の車室内
での運転操作の内で前記車両を駐車させる操作のみを可能とする車室内操作禁止ユニット
を備えた車両遠隔操作システム。
【請求項２】
　前記車室内操作禁止ユニットは、前記通信端末から前記車両を遠隔操作により駐車させ
る場合に専用の前記車両のエンジンを始動させるキーによって、前記車両を駐車させる操
作のみを可能とする、請求項１に記載の車両遠隔操作システム。
【請求項３】
　前記通信端末から前記車両を遠隔操作により所定の計画に従って移動させているときに
、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に停止させることが可能な一
時停止ユニットをさらに備えた、請求項１又は２に記載の車両遠隔操作システム。
【請求項４】
　前記一時停止ユニットは、前記通信端末から前記車両を遠隔操作により所定の計画に従
って移動させているときに、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に
停止させたときは、前記通信端末からの前記車両の一時的な停止を解除させる指令によっ
て前記計画に従った前記車両の移動を再開させる、請求項３に記載の車両遠隔操作システ
ム。
【請求項５】
　通信端末から車両を遠隔操作する車両遠隔操作システムにおいて前記車両に搭載される
車載機であって、
　前記通信端末から前記車両を遠隔操作により駐車させているときは、前記車両の車室内
での運転操作の内で前記車両を駐車させる操作のみを可能とする車室内操作禁止ユニット
を備えた車載機。
【請求項６】
　前記車室内操作禁止ユニットは、前記通信端末から前記車両が遠隔操作によって駐車す
る場合に専用の前記車両のエンジンを始動させるキーによって、前記車両を駐車させる操
作のみを可能とする、請求項５に記載の車載機。
【請求項７】
　前記通信端末からの遠隔操作により前記車両が所定の計画に従って移動しているときに
、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に停止させることが可能な一
時停止ユニットをさらに備えた、請求項５又は６に記載の車載機。
【請求項８】
　前記一時停止ユニットは、前記通信端末からの遠隔操作により前記車両が所定の計画に
従って移動しているときに、前記通信端末からの指令によって前記車両の移動を一時的に
停止させたときは、前記通信端末からの前記車両の一時的な停止を解除させる指令によっ
て前記計画に従った前記車両の移動を再開させる、請求項７に記載の車載機。
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